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はじめに 

 

小田原市では、平成25年４月に、当時の第５期市民活動推進委員会からの提言を

受け、協働事業のガイドラインを策定しました。このガイドラインは、定義や基本

原則等の協働に関する考え方全般を説明した上で、特に市民活動団体と行政との協

働事業に重点を置き、その進め方等について取りまとめていました。 

その策定から約10年が経ち、その間、両者による協働が続けられ、その経験が積

み重ねられてきました。また、昨今ではＳＤＧｓの取組の広まりなどにより、多様

な主体が市民活動の切り口から、地域の課題解決に取り組もうとしています。 

こうした背景から、現在の第10期市民活動推進委員会では「協働」が市民活動※

を発展させる有効な手段の一つであることに注目し、市民活動団体と行政が培って

きた協働の経験をフィードバックするとともに、ガイドラインを市民活動団体と多

様な主体が協働するのに対応したものへと改定することにしました。 

改定にあたっては、持続可能な活動の担い手を確保できるよう、若者※の参画に

向けた視点も取り入れているほか、読んだ方が協働を身近なものとしてイメージで

きるよう、市内の協働事例を資料編で紹介するとともに、本編にも多く引用してい

ます。 

第６次小田原市総合計画「2030ロードマップ1.0」に掲げる将来都市像「世界が

憧れるまち”小田原”」の実現に向け、市民活動に携わる皆様に本書を役立ててい

ただけること望みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「市民活動」 

市民や事業者等が自主的、自立的に取り組む、より良いまちをつくるための活動を指して

います。 

 

※「若者」 

本書では、年齢が12歳から40歳未満の人を指す言葉として用いています。 
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１ 協働を知ろう 
（１）協働のメリット 

協働の意味は、一般的には「同じ目的のために、力を合わせて働くこと」です。特に小田

原市では、協働とは「市民活動を行うもの、市民、事業者及び市が対等の立場で互いの特性

を生かし、協力し合うこと（小田原市市民活動推進条例）」「相互の立場を尊重し、役割及

び責任を分任し、力を存分に出し合い、並びに協力し合うこと（小田原市自治基本条例）」

と定義しています。 

単独の主体で地域の課題を解決しようとしても、様々な分野のノウハウが必要であった

り、単独の主体ではマンパワーや知名度が不足していたりと、難しいケースも多くありま

す。複数の主体が協働で事業に取り組むことにより、単独の活動に比べたくさんのメリッ

トが期待でき、自組織の目的達成に近づくことができます。【図表１】【図表２】 

 

【図表１】協働のメリット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・情報や知識を広めることができ、自身の目的を達成しやすくなる。

・役割分担により、役員や実務担当者の負担軽減を図ることができる。

・地域の課題解決のための手法が広がる。

・市民活動団体のノウハウやネットワークを活用することにより、社会貢献活動の要素を

事業に取り入れやすくなる。

・社会貢献活動への取組をＰＲしたり、市民活動団体のノウハウやネットワークを活用する

ことにより、イメージアップや顧客獲得につながる。

・従業員が市民活動に参加することで、モチベーション、組織や地域への愛着の向上に

つながる。

・自組織の状況に合わせ、無理のない範囲で取り組める。

・企画段階からの市民参画により、透明性の向上、市民のニーズに即した公共サービスの

提供につながる。

・協働に対する職員全般の意識が向上し、業務の進め方が見直される。

・市民活動の認知度が向上し、市民が社会貢献活動に関わりやすくなる。

・市民がより住みやすい環境となり、地域への愛着心が増す。

市民活動団体にとって… 

地域にとって… 

行政にとって… 

事業者にとって… 

・他主体のノウハウやネットワーク、マンパワーを活用できる。 

・役割分担により、自身の得意分野を生かせる。 

・活動の拡大や協働相手のお墨付きにより、知名度・信用度が上がる。 

・他主体との交流により、自組織や事業のあり方を見直すきっかけになる。 
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【図表２】協働による目的達成までのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題や目的の共有 

適切な役割分担 

協働するお互いのメリットを考える 

☞事例「酒匂川に関する環境保全の取組」から 

 

めだかサポーターの会は、酒匂川水系に生息する絶滅危惧種の野生メダカを保護する活

動に取り組んでいます。また、この活動に協力している株式会社神鋼環境ソリューション

は、酒匂川流域での下水処理に関わる業務に携わっています。 

この事例では、市民活動団体側は「物品や人員が確保できる」、事業者側は「業務に関

連する活動への参加を通じ、業務に直結する自然に触れることで、従業員のやりがいが向

上する」というメリットが生じています。 

協働事例集 No.10 32ページ 

自組織 協働相手 

協 働 事 業 

相
乗
効
果 

目的の達成 

（地域の課題解決へ） 

自組織 

の特性 

協働相手 

の特性 
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（２）各主体の特性 

地域課題の解決に向けて、関わりのある主体は非常に多岐にわたります。その全てを

取り上げることはできませんが、本書では大きく４つの主体について、事業を実施する

関係組織として想定しています。【図表３】 

 

 【図表３】協働する各主体の特徴等 

主体 主な特徴 組織の例 

市民活動

団体 

自主的、自立的に地域の課題解決に取り組んでい

ます。先駆性、創造性、専門性、柔軟性等の特性を

持っています。 

市民活動団体 

ＮＰＯ法人 

その他非営利型の法人 

地域 

一定の区域内の市民の地縁に基づき、その区域内

のまちづくりや地域福祉につながる活動を行って

います。 

地域コミュニティ組織 

自治会、民生・児童委員 

地区社協、学校・ＰＴＡ 

事業者 

基本的には経済活動を中心に行い、さらに地域と

連携した社会貢献活動を併せて行っている場合も

あります。専門性、機動性、先駆性等の特性を持っ

ています。 

会社 

個人事業主 

行政 

法令・施策に基づき行動しており、その市の区域内

に限定したサービスを提供しています。公平性、平

等性を原則とし、市民等から一定の信頼性、認知度

を有しています。 

地方公共団体 
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２-Ａ 事業の検討      ☛市民活動団体と連携したい事業者の方は「２-Ｂ」へ 

（１）事業の目的を設定する 

自組織の活動や地域住民の声、市ホームページの各種計画などから、解決すべき地域課

題を把握します。その後、どのような状態であれば解決と言えるか考え、大まかな事業目

的として設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まずは何かを始めてみよう 

☞事例「おだワクマルシェ」から 

 

おだワクマルシェは、同じ幼稚園の保護者有志が思い立って始めた、地域商店による野

菜・惣菜・お菓子の販売、ワークショップ等を行うイベントを開催する活動です。 

何もないところからのスタートでしたが、関わる人それぞれにとって有意義な場にする

という目的を明確にし仲間と共有すること、可能な範囲で計画すること、メンバーが無理

なく関われるよう配慮することを心がけながら交流を続け、他団体と連携しての合同イベ

ントの開催に至るなど、つながりが広がっています。 

協働事例集 No.1 23ページ 

地域課題を把握して、行政と協働する 

☞事例「木造住宅耐震化推奨訪問事業」から 

 

小田原市では、総合計画を始めとした様々な計画に基づき事業を進めています。また、市

民活動団体からの提案を期待し、行政側から事業テーマを公表することもあります。 

「木造住宅耐震化推奨訪問事業」は、耐震基準を満たしていない古い木造住宅が多いこ

とを地域の課題と捉え、行政側から事業テーマが提示されました。同様の課題を感じてい

た、いえ守りの会が企画提案を行い、以来協働が続いています。 

こうした事業テーマはＵＭＥＣＯや市ホームページに掲載されますので、確認してみま

しょう。 
協働事例集 No.12 34ページ 
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（２）事業概要を検討する 

目的を達成するにはどのようなアプローチが考えられるか、そのアプローチを採用する

にはどのようなノウハウやネットワークがあると良いか、どれぐらいのマンパワーや資金

が必要かを見積れるよう、事業概要を検討します。 

 

（３）単独での実施を確認する 

事業の目的、概要がある程度定まったところで、事業概要から想定される必要なノウハ

ウやマンパワー等について、自組織が単独で十分に賄えるか、確認します。 

 

（４）協働への適性をチェックする 

確認の結果、自組織の単独での実施が難しい場合、次のチェック項目を参考に、協働で

の実施を検討します。また、単独で実施できそうな場合でも、チェックが多く当てはまれ

ば協働の効果が高い事業と考えられますので、柔軟に検討してみましょう。【図表４】 

 

【図表４】協働事業のチェック項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•協働で市民ニーズに合ったサービスとなるか。

•解決が求められている地域社会の課題か。
事業の妥当性

•協働によって市民生活が向上するか。

•協働によって事業効率が向上するか。

事業の実現性・

発展性

•事業に要する経費は確保できるか。

•費用と効果のバランスは取れているか。
経費の妥当性

•協働によって実施た場合のメリットは大きいか。

•協働することの相乗効果が明確か。
協働の効果

•目的達成のために必要な組織が想定できるか。

•協働相手の特性を活かすことができるか。
実施主体の能力

…□ 
…□ 

 
 

…□ 
…□ 

 
 

…□ 
…□ 

 
 

…□ 
…□ 

 
 

…□ 
…□ 

※全ての項目に該当しなければ、協働で実施できないわけではありません。 

市民活動団体の協働 

 市民活動団体の特性である先駆性、柔軟性という強みを活かすため、特に市民活動団体

同士の協働では、事前のチェック項目にはこだわり過ぎず、まずは取り組んでみて、事業

を実施しながら軌道修正していく、という考え方も重要です。 
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２-Ｂ 事業の検討（事業者の方向け） 
事業者で市民活動団体との連携に取り組もうとする場合は、メリットを踏まえながら、

連携をどのように位置付けるか、方向性を検討します。【図表５】 

 

【図表５】連携の方向性と取組例 

 

 

 

 

 

 

連携の方向性に沿って、希望する取組のノウハウ、ネットワークを有する市民活動団体

を、以降の流れを参考に探してみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「ＣＳＲ」 

「Corporate Social Responsibility」の略で、企業の社会的責任を指します。 

 

※「コミュニティビジネス」 

地域の課題を地域住民が主体的に、ビジネスの手法を用いて解決する取組を指します。 

 

 

事業とは別に連携

•寄附

•清掃活動への参加

•ＣＳＲ※研修

事業に関連して連携

•福祉施設への発注

•職業体験・見学

事業全体として連携

•コミュニティビジネス※

組織内の理解を深める 

☞事例「障がい者雇用に係る連携」から 

 

事業者では複数の部署があり、協働や社会貢献に取り組むことに対し、組織内での理解

を特に丁寧に得ていくことが重要です。 

サンネット株式会社では、障がい者の雇用を進めるに当たり、障がい者のアート展示を

通じて交流があった社会福祉法人アール・ド・ヴィーヴルに相談し、連携して社員研修を行

いました。 

この研修を通じ、社員が障がい者と対話を重ねて理解が深まり、取組が円滑に進むこと

につながりました。 

協働事例集 No.9 31ページ 



－ 8 － 

３ 協働の準備 
（１）協働相手をイメージする 

ここまでの検討で、その事業が協働に適していると判断できたら、次は協働相手を探し

ます。自組織ではできないこと、相手に提供できるメリット等を条件として整理し、その

条件に合うのはどのような主体なのか、イメージしていきます。【図表６】 

 

【図表６】協働相手の探し方① 

条件 協働相手 

・特定分野のノウハウやネットワークが必要である。 

・事業を実施・拡大するマンパワーが必要である。 

・ゆるやかな情報交換を希望している。 

市民活動団体 

・特定地域のネットワークが必要である。 

・特定地域での信頼性を確保したり、広報を充実させたい。 
地域 

・活動がビジネスチャンスにも結びつく等、協働相手に経済的なメリット

を提供できる可能性がある。 

・活動の拡大にあたり、特にマンパワー、資金面で不安がある。 

事業者 

・公的機関との調整が必要である。 

・市民全般に対し、活動への認知度を高めたり、広報に努めたい。 
行政 

 

（２）協働相手を探す 

ある程度、協働相手のイメージを掴めたら、さらに具体的に探していきます。このとき、

まずはおだわら市民交流センターＵＭＥＣＯ（以下、「ＵＭＥＣＯ」。連絡先等は資料編を

参照）に相談すると良いでしょう。ＵＭＥＣＯには多くの市民活動団体が登録しており、

ホームページで検索も可能です。また、地域、事業者等、様々な主体とつながるネットワー

ク事業、各種交流イベントにも取り組んでいます。また、行政の所管課や社会福祉協議会

など、特定の分野等に詳しい窓口に相談することもできます。【図表７】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＵＭＥＣＯを活用して協働相手を探す 

☞事例「夏休み子どもラジオ体操」から 

 

早川地区まちづくり委員会では、子どもたちの体力向上等を目的に、夏休みのラジオ体

操を企画しました。 

ラジオ体操の企画を実現するために、ＵＭＥＣＯに相談し、地域に協力できる市民活動

団体を取りまとめた冊子「Ｈｅｌｌｏ！ＵＭＥＣＯ」を活用して、全国ラジオ体操普及会と

つながりました。 

協働事例集 No.7 29ページ 
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【図表７】協働相手の探し方② 

協働相手 窓口及び調べ方の例 

共通 

・ＵＭＥＣＯの窓口で相談する。 

・ＵＭＥＣＯのホームページで市民活動団体を検索する。 

・ＵＭＥＣＯの交流イベントに参加する。 

市民活動団体 

・市ホームページで市民活動応援補助金等の補助金交付団体を調べる。 

・福祉分野の場合は、社会福祉協議会に相談する。 

・その分野と関わりのある行政所管課に相談する。 

地域 

・自治会総連合のホームページで各地域の取組を調べる。 

・市ホームページの地域別計画から各地域の取組を調べる。 

・地域政策課に相談する。 

事業者 

・市ホームページで、関連する分野の社会貢献活動に取り組んでいる事業

者を調べる。（ＳＤＧｓパートナーの各ゴール、おだわら環境志民ネットワ

ーク、小田原Ｌエールなど） 

・各事業者のホームページで、社会貢献活動に関する取組を調べる。 

行政 
・市ホームページで、該当しそうな事務の所管課や、外部からの提案が可

能な制度を調べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネットワークに参加してつながりをつくる 

☞事例「おだわら竹あかりプロジェクト」から 

 

ＮＰＯ法人和の文化塾は、ＵＭＥＣＯでの交流イベントをきっかけに、豊かな小田原の

自然環境を未来の子どもたちに引き継ぐために活動する人や団体、企業が集まるプラット

フォームであるおだわら環境志民ネットワークに参加しました。 

その後、おだわら環境志民ネットワークの多くの有志とともに、荒廃竹林の問題に取り

組む「おだわら竹あかりプロジェクト」を開始しており、積極的に交流の場やネットワーク

に飛び込んだことで、連携を広げることができました。 

協働事例集 No.2 24ページ 
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（３）協働相手と調整する 

協働相手の候補が決まったら、その相手先と協働の実現に向けて様々な調整を行うこと

になります。異なる組織同士ですから、ちょっとしたことで大きな誤解やすれ違いを招く

こともあります。話し合いを重ねながら、丁寧に進めていきましょう。【図表７】 

 

【図表７】協働相手と調整する際の留意点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｗｉｎ－ｗｉｎの関係を意識し、相手にメリットのある提案をしましょう。

地域の課題や、解決の優先順位等について、しっかりと話し合いましょう。

互いの違いを認め合い、違いを活かし、相乗効果を意識しましょう。

互いの特性を最大限活用できるよう、提案には柔軟に応じましょう。

相手の意思決定等のスピードを尊重し、日程等には余裕を持たせましょう。

必要な経費負担を事前に精査し、お互い納得した上で事業を進めましょう。

地域との協働 

 市民活動団体の知名度が高いと、地域の側も安心して検討を進めることができます。Ｎ

ＰＯ法人化、行政から後援や補助金を受ける、公的な登録制度を利用する、地域誌に取り

上げてもらうよう働きかけることなどが有効です。 

また、同じ市内でも、地域によって課題が異なることもあります。関係者が多岐にわた

ることも多いため、各地区の地域コミュニティ組織のメンバーに話を聞いたり、ＵＭＥＣ

Ｏや行政に仲介を依頼するなど、事前のリサーチ、関係づくりに努めましょう。 

さらに、多くの地域では、特定の人材に負担が集中しがちなことが課題になっています。

新しい事業を提案する場合は、「地域の負担を軽減する」「中長期的に関わる」という方

向性を意識しましょう。 
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さらに協働をステップアップさせ、より大きな事業に取り組みたい、より円滑に協働を

進めたい場合は、協働の基本原則を意識しましょう。【図表８】 

 

【図表８】協働の基本原則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多様な主体の協働 

 たくさんの主体が協働する場合など、話し合いが難航しそうなときは、ＵＭＥＣＯに協

力を依頼しましょう。企画段階から終了後の振り返りまで、市民活動に明るい職員がコー

ディネート等のお手伝いをします。 

自前でコーディネートする場合は、それぞれの主体ができることとできないことを整理

し、お互いに無理をしない、無理をさせないように注意しながら話し合いを進めていきま

しょう。 

目的共有

地域社会の課題解決に向
けて協働するという目的
を明確にし、共有するこ
と。

相互理解

互いの立場を十分に尊重
し、相手との違いを認め、
対等の関係で相互に理解
し合うこと。

透明性の確保

協働のプロセスや成果に
関する情報を明らかにし、
公開することで、透明性
を確保すること。

役割分担の明確化

互いの役割分担について、相互の
合意を形成する機会を設けて決定
し、活動の場において公平・公正
かつ対等な関係を持つこと。

自立・責任

活動が、多様な主体において自主
的かつ自己責任のもとで行われて
いることを理解し、その主体性を
尊重すること。

行政と市民活動団体の協働 

 協働は、経費削減のためや行政が果たすべき役割・責任の軽減のために行うものではあ

りません。市民活動団体は活動の継続や発展に必要な分のみの資金を確保しようとするた

め、比較的低コストでサービスを提供できることがあるなど、結果的に経費の削減につな

がることはあります。 

 しかし、あくまでも目的は地域社会の課題を解決することであり、経費削減はその副産

物であることを忘れてはいけません。 
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（４）役割分担を相談する 

役割分担は、協働の成否を左右する重要な事項です。役割分担に曖昧さを残したまま事

業を始めると、実施中にトラブルに発展してしまうこともあります。各主体の強みを十分

に活かせるよう、しっかりと話し合いましょう。【図表９】 

 

【図表９】特性を活かした役割分担の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民活動
団 体 

 

地 域 

事業者 

 

行 政 

 

・先駆性や専門性、独自のネット 

ワークを活かした提案や活動 

・社会貢献活動に関するノウハウ、 

人材等を活かした提案や活動 

など 

・地域の関係者との調整 

・自治会加入世帯への回覧や掲示

板等による事業の周知 

など 

・経済活動に関するノウハウ、ネッ

トワーク、人材、資金等を活かした

提案や活動 

・ホームページや広告等による周知 

など 

・関係する公的機関との調整 

・広報紙やホームページ等による 

周知 

など 

適切な役割分担 

お互いの強みを把握し最大限に活用する 

☞事例「子どもの居場所づくりと田んぼでラグビー」から 

 

市民活動団体同士でも、持っているノウハウ、ネットワーク、人材、資機材、活動の場な

ど、組織ごとに特徴があります。 

ＮＰＯ法人こころみと小田原市ラグビーフットボール協会は、子どもの居場所づくり、

農業体験やスポーツイベント等を協力して実施しています。 

居場所の各種イベントではＮＰＯ法人こころみ側で講師を手配したり、スポーツイベン

トでは小田原市ラグビーフットボール協会側で資機材を用意するなど、お互いの強みを把

握し、活用しながら活動に取り組んでいます。 

協働事例集 No.5 27ページ 
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（５）協働のバリエーションを選択する 

一口に協働と言っても、各主体の関わり方や事業内容により、様々な形があります。本

書では、関わり方の濃い協働をメインに想定していますが、それ以外のものにも共通する

ポイントは多いと考えられます。【図表10】 

 

【図表10】様々な協働の関わり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協働にあたり、その事業に適した形態を選択することで、より効果的・効率的に事業目

的を達成することができます。事業の特徴や役割分担から、適した協働の形を検討しまし

ょう。【図表11】【図表12】 
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【図表11】市民活動団体と行政の事業領域と主体性の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表12】各形態の説明（市民活動団体と行政の協働） 

主体性 形態 説明 

関わる 

度合いが 

対等 

(1)共催 市民活動団体と行政がともに主催者となって、一つの事業を行いま

す。 

(2)実行 

委員会 

・協議会 

市民活動団体と行政などで構成された実行委員会や協議会が主催

者となって事業を行います。 

(3)事業 

協力 

市民活動団体と行政とが、対等な立場で、お互いの得意な役割を提

供し合い、経費や役割の分担等決めて、事業実施中は継続的に協力

して取り組みます。 

市民活動 

団体の 

主体性が 

高い 

(4)補助・

助成 

市民活動団体が主体的に行う公益性の高い事業を支援するため、

行政が補助金などを交付します。 

(5)後援 市民活動団体が主催する取り組みに対して、行政が名義後援という

形で名を連ねます。（逆に、行政主催のイベントなどに市民活動団体

が名を連ねることもあります。） 

行政の 

主体性が 

高い 

(6)指定 

管理者 

公の施設の設置目的を実現するため、民間のノウハウを活用するこ

とにより、市民サービスの質の向上などを図ることを目的として、市

民活動団体等が指定を受け、能力や特性を活かして、行政に代わっ

て施設の管理運営を行います。協働の領域では、特に市民活動団体

が管理運営を行うものを指します。 

(7)委託 本来行政が責任をもって担うべき分野として考えられている領域に

おいて、市民活動団体の有する能力や特性を活用し、より効果的に

取組を進めるために業務を委託します。協働の領域では、特に市民

活動団体が管理運営を行うものを指します。 

市民活動団体が単独で行う
領域

市民活動団体の主体性が高い
領域
(4)補助・助成
(5)後援

関わる度合いが対等の領域
(1)共催
(2)実行委員会・協議会
(3)事業協力

行政の主体性が高い領域
(6)指定管理者
(7)委託

行政が単独で行う領域

協
働
の
領
域行

政
の
領
域

市
民
活
動
団
体
の
領
域
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（６）評価方法を決めておく 

事業を振り返りやすいよう、評価方法を事前に決めておきましょう。自己評価だけでな

く、アンケート調査等、参加者の客観的な意見を最大限に活かすことが大切です。 

また、冊子を発行したり、ホームページを立ち上げる場合などは、事業終了後の成果物

の取扱いもあらかじめ話し合っておきましょう。 

 

 

 

（７）協働を正式に決定する 

協働は異なる主体同士の取り決めですから、それぞれ所定の手続きが必要です。話し合

いにより決まった内容（目的、役割分担、形態等）を明文化し、両者で共有しましょう。 

特に個人情報については、共有する範囲や管理方法等に注意し、情報漏洩の防止に気を

付けましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんな事業協力も～アダプトプログラム～ 

 アダプトプログラムとは、河川や道路などの一定区間の公共の場所において、市民活動

団体や事業者などが「里親」になり、美化活動などを行い、行政がこれを支援（用具の貸

出、消耗品の支給など）する制度です。愛情と責任をもって活動が行われることから、「ア

ダプト（養子にする）」に例えられています。 

 

市民活動団体の協働 

 「委託」を選択した場合など、協働の形態によっては収益が事業収入とみなされ、法人税

等が発生する可能性があります。事前に税務署に問い合わせるなど、確認しておきましょ

う。 
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４ 協働の実施 
（１）実施時に気を付ける 

事業の実施時には、これまでの内容を踏まえるとともに、次のことに気を付け、円滑に

進められるよう努めましょう。【図表13】 

 

【図表13】事業実施時のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

協働相手との
コミュニケー
ション

• 事業が始まった後も一方にまかせっきりにせず、コミュニケーショ

ンを積極的に取り、現場にも足を運ぶなど、事業の進捗状況を共有

していくことが重要です。お互いが現場を知ることで、コミュニケー

ションが深まり、相互理解が進みます。

事業の周知

• 事業の賛同者を増やしたり、認知度を上げるには、メディアを通

じたＰＲが有効です。イベント開催時等に、タイミングを逃さずメデ

ィアに取材依頼や情報提供できれば、より効果的にＰＲできます。

段階ごとに
設定した目標の
チェック

• 事業全体の目標だけではなく、段階ごとに目標を設定し、チェック

しながら進めることで、課題と進捗状況が把握しやすくなります。

実施中の
振り返り

• 事業スケジュールの確認や現状の課題について、率直な意見交換

をし、改善点の抽出や事業の軌道修正を図ることで、その後の事業

の取組がより円滑になります。定期的に意見交換をする場を設け

ることが重要です。
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ＵＭＥＣＯのつながりを活用して若者の参画につなげる 

☞事例「声の万華鏡」から 

 

「声の万華鏡」は、実行委員会制で「声」に関わる朗読や読み聞かせ等の活動の成果を発

表するイベントを開催しています。 

ＵＭＥＣＯは、ボランティアに係る出前講座などで近隣の高校と交流がありました。 

声の万華鏡実行委員会では、関係分野のさらなる発展のため、若者にイベントへ出演し

てほしいと考え、ＵＭＥＣＯに相談したことを通じ、高校生の参画につながりました。 

協働事例集 No.4 26ページ 

若者を「参加」から「参画」へ促す 

 市民活動を持続的に行うにあたり、新たな担い手として、若者に活動に参画してほしい

組織は多いでしょう。まずは気軽にイベントや手伝いに参加してもらい、無理なく興味を

持ってもらうことから始めましょう。そして、活動への参加を重ねる中で徐々に運営側に

加わってもらうなど、参加から参画へ促していきましょう。 

一口に若者と言っても、学生、若手社員、子育て世代などニーズは様々です。どういっ

た層に向けてＰＲするのか、参加によりどのようなメリットが期待できるのかを明確にす

るとともに、団体の思いに共感が得られるよう意識しながら情報発信することが大切で

す。 

 



－ 18 － 

（２）成果を確認する 

当初の事業計画と照らし合わせ、事業の達成状況や協働のプロセスを振り返り、その効

果を検証します。各主体で自己評価した上で、その結果を持ち寄り、立場の違いからくる

着眼点や意識の違いなどを明らかにすることが、事業の発展や改善には大切です。また、

第三者からアドバイスをもらうことで、事業結果を客観的に判断することも有効です。コ

ーディネーターに同席してもらうことも検討しましょう。【図表14】 

 

【図表14】評価の着眼点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•事業目的・目標の設定が適切であったか。また、それらを達成できたか。

•経費に見合うサービスの提供ができたか。（費用対効果は高いか。）

•受益者の満足は得られたか。

事業目的・
目標の達成

•目的共有・役割分担は適切に行えたか。

•お互いの特性や立場を活かすことができたか。

•十分な協議を行い、お互いが対等なパートナーとして実施できたか。

役割分担の
適切性

•選択した協働の形態は適切であったか。

•単独で行うよりも、相乗効果や波及効果は得られたか。

協働実施の
メリット

•協働して明らかになった課題・問題点は何か。

•明らかになった課題・改善点に対し今後どのように対応するのか。

課題・
改善点
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（３）成果を周知する 

事業の成果について関係者に説明するとともに、より広くＰＲするようにしましょう。

報告書をホームページに掲載したり、地域の回覧や広報を活用したり、事業報告会を実施

することなどが考えられます。 

効果的な周知により、活動の社会的認知度を向上させ、より広い市民から信頼を獲得し、

その後の活動を円滑に継続・発展させることができます。【図表15】 

 

【図表15】成果を周知する意義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホーム
ページ

報告会 報告書 ・・・

事業者の協働 

 事業者においては、組織内部に向けて情報を発信することも大切です。協働の成果を組

織内で共有することで、社会貢献活動への理解が進み、組織的な協力が得やすくなります。 

 

 

成 果 の 公 開 

より広い市民から 

の信頼獲得 

 

 活動の社会的 

認知度の向上 

活動の円滑な継続・発展 

 透明性 

の確保 
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（４）振り返りを今後につなげる 

協働事業を実施したことで得られた結果や生み出された知識・経験、そして事業に注が

れたエネルギーは、協働した関係者の意識向上等につながります。事業実施の経過と結果

をしっかりと振り返り、今後に発展させるのか、事業を継続すべきか、事業の実施形態を

見直すべきか、協働事業としての終了をどう見定めるのかなど、今後事業を企画・実施す

る際に、得られた知識や経験を最大限に活かすことが重要です。【図表16】 

 

【図表16】協働事業終了後の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多様な主体の協働 

 事業が一区切りつき、今後の事業展開を検討した結果、例えそれぞれ単独で地域課題の

解決に取り組むことになったとしても、協働の中で築き上げた関係は、組織の大切な財産

になります。末永く連携を継続・発展させ、協働の輪を広げていくことが大切です。 

 

今後の事業展開の検討 
 

 
 
 
 
 

自組織 

 

協働相手 

 

 

協働事業の終了 

 

相互評価 
自己評価 自己評価 

第三者からの評価・ 

アドバイス 

コーディネーター 

の同席 

手法の
見直し

改善し
継続

単独で
実施

・・・

真に豊かで魅力と活力にあふれる
地域社会の実現

多様な主体による課題解決へのアプローチ 

経験 

知識 
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市民活動団体×市民活動団体 

市民活動団体×市民活動団体 

資料１ 協働事例集 

 

 

 

  キャッチコピー 

No.○ 
事業名または取組名                    協働の組合せ／若者参画への工夫 

【関係主体】 

概 要 関係主体で協働した活動の目的、実施内容 など 

 

経 緯 課題認識、関係主体の出会い、どちらからどのようにアプローチして協働に至ったか、 

今後の展望 など 

関係者 関係主体の名称 １ 関係主体の名称 ２ 

役 割 

分 担 

各主体の担った役割  

メリット 各主体にとっての協働のメリット 

 

 

ポイント 協働にあたり工夫したところ、両者でうまく協力できたこと、相乗効果 など 

【若者の参画】 

若者の参画を進めるべく、特に工夫している場合はそのポイント 

 

No 取 組 協働の組合せ／若者参画への工夫 頁 

1 おだワクマルシェ  23 

2 おだわら竹あかりプロジェクト  24 

3 子どもの健全育成を目的とした連携  25 

4 声の万華鏡  26 

5 子どもの居場所づくりと田んぼでラグビー  27 

6 小田原の竹でメンマを作っちゃおうプロジェクト   28 

7 夏休み子どもラジオ教室  29 

8 地域とのネットワーク事業  30 

9 障がい者雇用に係る連携  31 

10 酒匂川に関する環境保全の取組  32 

11 企業とのネットワーク事業  33 

12 木造住宅耐震化推奨訪問事業  34 

13 小田原グリーンプロジェクト  35 

多様な主体 若者参画 

多様な主体 若者参画 

多様な主体 若者参画 

多様な主体 若者参画 

若者参画 

若者参画 

市民活動団体×地域 

市民活動団体×地域 

市民活動団体×事業者 

市民活動団体×事業者 

市民活動団体×事業者 

市民活動団体×行政 

市民活動団体×行政 

多様な主体と連携して取り組んでいる事例の

場合は、関係主体ごとの区分はせずに記載 

事例の見方 
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No.1 
おだワクマルシェ                       

【おだワクマルシェ実行委員会を中心とした取組】 

概 要 地域の方にとっては居心地のいい楽しい居場所に、

地域の事業者にとっては新たな広がりにつながる場

に、関わるメンバーにとっては力を発揮し貢献できる

場になることを目的に、お寺の境内で地域商店等によ

る野菜・惣菜・お菓子の販売、ワークショップ等のマル

シェを開催しています。 

また、他団体と連携し、ミニマルシェ、喫茶、子どもの

遊び場といった合同イベント等にも発展しています。 

経 緯 令和３年２月、同じ幼稚園の保護者有志で、「小田原はなぞのマルシェ」を企画。当初はオ

ンラインで注文を受け付け、購入者が受け取りに来る方式でした。 

その後、地域のお寺の境内で実地開催することとなり、名称も「おだワクマルシェ」に変

更し、イベントを継続しています。 

おだワクマルシェ実行委員会のメンバーのネットワークからつながりが広がり、ＮＰＯ法

人小田原まちづくり応援団、〝わってらか″こどもあそび と連携してのイベントの開催に

至っています。 

役 割 

分 担 

○出展者との調整、イベントの周知、会場の確保等を分担 

メリット 特に広報面において、各団体のネットワークを活用できています。 

ポイント 人脈や口コミによるネットワークの広がりを重視し、活用しています。 

また、関係主体の利害が一致していることを前提とした連携であり、内容がそれぞれの

希望どおりとなるよう調整しています。 

調整にあたっては、提供できることと提供できないことを明確にした上で、お互いに無

理をしない、無理をさせないことに留意しています。 

 

【若者の参画】 

何もないところから活動をスタートするにあたっては、活動目的を明確にしてメンバー

間で共有し、できる範囲での企画に努めました。活動に参加する意義やできることは人そ

れぞれであり、それぞれがやりがいを感じつつも状況に応じて無理なく関われるよう配慮

しています。 

イベントのメインターゲットを「幼稚園帰りの保護者」とし、地域の惣菜店に出店してもら

うなど参加者にメリットが生まれるように努めました。また、イベントは幼稚園や小学校行

事に配慮し、平日の午後に設定しています。さらに、情報発信も近隣の幼稚園や地域商店

へのチラシ配架、自治会回覧により行うなど、ターゲットを意識しています。 

イベントを開催する目的や想いも併せて発信するようにすることで、活動に共感し、関わ

りたいと思っていただくきっかけを増やすとともに、ボランティアの呼びかけなどで実際

に参加いただける機会を設けることで、メンバーのすそ野を広げるよう心がけています。 

多様な主体 若者参画 

保護者のつながりから広がる地域のマルシェ 
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No.2 
おだわら竹あかりプロジェクト                       

【ＮＰＯ法人和の文化塾を中心とした取組】 

概 要 荒廃竹林の問題に係る啓発のため、伐

採して処分に困っている竹を有効活用す

るとともに、市民が楽しみながらこの問題

に触れることができるよう、竹細工を作る

ワークショップや、作成した竹灯籠を用い

てナイトイベント等を実施しています。 

また、関連事業として耕作放棄地の活

用を目的とした、植物染めのイベント等も

実施しています。 

経 緯 ＮＰＯ法人和の文化塾が、令和３年２月に参加したパートナーシップミーティング「企業・

ＮＰＯ・学校のつながり2020 in 小田原」（ＵＭＥＣＯと神奈川県の共催事業）にておだわ

ら環境志民ネットワークとのつながりができたことから、同ネットワークに入会しました。 

その後、令和４年２月から、同ネットワークの構成員と協働で、荒廃竹林の問題に竹灯籠

の作成等を通じ持続的に取り組むおだわら竹あかりプロジェクトに着手しました。 

事業を進める中で、ＵＭＥＣＯに若者の参画について相談したことをきっかけに、ワーク

ショップにおいて学生ボランティアの協力を得るなど、連携が広がっています。 

役 割 

分 担 

○参加者それぞれが、ノウハウを生かした企画、竹材の準備、会場提供、学生ボランティア

の確保、ワークショップ時の指導などを分担 

メリット 他団体のネットワークを活用でき、マンパワーの不足を補えること、さらに各分野のエキ

スパートの協力を得ることで、計画をより具体化できることです。 

ポイント 交流の場を積極的に活用し、連携の機会を捉えておだわら環境志民ネットワークに参加

したことで、広範囲な活動をもたらす可能性につながりました。関係者が、それぞれ独自の

強み（現場作業、会場手配、イベント周知）を発揮して取り組んでいます。 

また、１つのイベントが終わっても、そこで生じたつながりを大切にし、随時振り返りを行

い、親睦を深めて連携強化を図りながら事業を継続しています。 

ワークショップを介して、出会う人々の声に耳を傾け、実行可能な活動か否かを確かめ

つつ進めています。 

 

【若者の参画】 

ＵＭＥＣＯが学生とのつながりづくりを熱心に行っていることを把握しており、相談を行

いました。 

 

 

 

 

 

多様な主体 若者参画 

荒廃竹林の問題にネットワークを活用して取り組む 
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No.3 
子どもの健全育成を目的とした連携                       

【ＮＰＯ法人命を大切にする小田原を創る会による取組】 

概 要 子どもの健全育成を目的として活動する19の市民活動団体が集まり、結成した団体で

す。屋外拠点である「トムソーヤの森」において、子どもが楽しめるイベント開催を中心に活

動しています。 

経 緯 平成21年に、旧市民活動サポートセンターが主催する同分野の団体交流会に参加した

19の団体が集まり、団体が結成されました。当初は、構成団体をさらに３つの部会「自然体

験」「食育」「家庭教育」に分け、それぞれで事業を企画、実施していました。 

平成26年度から平成28年度にかけて、曽我地区の里山に屋外拠点である「トムソーヤ

の森」を整備しました。その後は、３つの部会を統合し、子どもの健全育成に向け総合的な

活動を継続しています。 

役 割 

分 担 

○専門分野に応じた企画や事業実施、他部会の事業への応援（部会の統合前） 

メリット 子どもの健全育成という大きな目的のもと、それぞれの団体が得意とすることを分担し

ながら協力できています。 

ポイント 大きく同じ目的を持つ団体同士が、専門性に応

じた３つの部会に分かれることで、協力体制を構

築しつつ、効果的に事業を実施できました。 

その後、子どもの健全育成には総合的な視点

が必要であること、活動年数が長くなるにつれ運

営側の高齢化が進んでいることなどから、拠点の

整備が完了した時点で部会を統合し、運営の効率

化を図ってきました。 

なお、トムソーヤの森の整備にあたっては、各構

成団体が持つノウハウや物品を最大限に活用す

るとともに、それでも不足する分は市民活動応援

補助金を活用しました。 

 

【若者の参画】 

各構成団体が、それぞれのネットワークにより

子育て世代にＰＲしており、子ども連れの家族の

参加が多くなっています。特にピザ焼き体験や野

外音楽会など、非日常的なイベントが子育て世代

に人気です。 

また、ＵＭＥＣＯと連携し、学生ボランティアを積極的に受け入れています。 

 

 

多様な主体 若者参画 

交流イベントから始まった、子どものための連携事業 



－ 26 － 

 

No.4 
声の万華鏡 

【声の万華鏡実行委員会による取組】 

概 要 小田原を楽しさあふれる元気なまちにすることを目指し、多様な市民活動団体が連携し

て、１年に１回、朗読、民話語り、絵本の読み聞かせ、紙芝居、落語など、「声」に関わるパフォ

ーマンスを一堂に会したイベント「声の万華鏡」を実施しています。 

経 緯 朗読を行う団体のネットワークを創りたいと願っていた、のちの実行委員長が、ＵＭＥＣ

Ｏに相談した結果、まずは文化芸術分野という大きな枠組みで交流会を開催することにな

りました。その交流の中で、10を超える団体が連携し、朗読以外にも様々な芸を一緒に披

露する「声の万華鏡」を、平成28年度から１年に１回開催することになりました。 

平成28年度から令和３年度まではＵＭＥＣＯ支援事業として実施していましたが、令和

４年度からは「声の万華鏡実行委員会」として新たなスタートを切り、最初の公演である「第

７回声の万華鏡」は三の丸ホールの小ホールで開催し、約20の団体が参加しました。 

役 割 

分 担 

○団体の人数、年齢構成、得意分野（チラシ作成、力仕事など）、移動時間（市内、県外など）

等を考慮しつつ、できるだけ平等に役割を分担 

メリット 演目間での友情出演が可能なため、人数が不足していても補い合うことができたり、

様々な技能を持つ団体が参加するため、他団体の長所を取り入れることができます。 

また、参加団体同士のつながりができるため、声の万華鏡以外での協力にもつながりま

す。参加者同士でそれぞれの発表会に出かけることも増え、交流が盛んになっています。 

さらに、回を重ねるごとに声の万華鏡の知名度が上がってきており、観光ガイド、放課後

児童クラブ、他の公共施設等からのオファーが来るようになっています。 

ポイント 様々な声の表現者たちが気軽に参加して市民交流できる場となるよう、ジャンルを問わ

ず、優劣を競わず、知り、学び、楽しむこと、他団体の良いところを探すことを意識していま

す。 

また、みんなで創る舞台であることを目指し、自身の演目以外でも舞台準備や進行サポ

ート役を協力して担っています。そのため、スムーズにイベントを完遂できるよう、タイムチ

ャートを綿密に作成するなど入念な準備に取り組んだり、イベント前後の交流会も欠かさず

実施したりしています。 

自身と異なる意見も、それぞれの

経験等に裏打ちされたもので、尊重

すべき仲間の意見である、という姿

勢でいることが大切と考えています。 

 

【若者の参画】 

平成30年度は、通常の公演に加えて、特別に「君の万華鏡～高校生とライブ㏌ＵＭＥＣＯ

～」と題し、近隣高校の演劇部と連携して実施しました。調整にあたっては、ＵＭＥＣＯのネ

ットワークを活用し、直接学校に出向いて説明し、協力を依頼しました。 

 

多様な主体 若者参画 

みんなで創る「声」の舞台 
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市民活動団体×市民活動団体 

 

No.5 
子どもの居場所づくりと田んぼでラグビー 

【ＮＰＯ法人こころみと小田原市ラグビーフットボール協会の取組】 

概 要 楽しんで子育てができる地域を目指し、多彩な立場のメンバーのつながりで地域資源を

フル活用し、子どもの居場所づくり、農業体験やスポーツイベント等を実施しています。 

経 緯 こころみ理事長が協会理事に就任し、両団体の関係者を主対象とした学習支援をＵＭＥ

ＣＯで始めたことから連携がスタートしました。ＵＭＥＣＯでの学習支援は一旦休止しました

が、団体間で話し合い、こころみ理事長の関係者が所有する空き家で、学習支援にとどまら

ない居場所として「ＣＯＣＯ－ＲＵＧ ＢＡＳＥ」（以下、ベースと表記）を開設しました。 

令和４年５月の開設以降、ベースでは夏休み習字教室、クリスマス会等を連携して実施し

ています。また、両団体がそれぞれの打ち合わせや懇親の場としても活用しています。 

ベース以外では、協会がメインで企画した、田んぼでラグビーを楽しむイベントを開催し

ました。会場となる田んぼは、地元の米穀店と共同で稲作等を行っています。 

関係者 ＮＰＯ法人こころみ 小田原市ラグビーフットボール協会 

役 割 

分 担 

※一例として、田んぼでラグビーを楽しむイベントの場合。 

○団体内やホームページでイベント周知 

○会場となる田んぼの提供 

○当日の運営補助 

○団体内でイベントを周知 

○水風呂等の物品の準備 

○当日の運営 

メリット 田んぼでのラグビーは、専用の物品やノ

ウハウなしでは開催できませんでした。 

ベースでは、協会会員のつながりも活用、

居場所が充実していっています。 

田んぼでのラグビーは、開催場所の提供

により実施することができました。 

ベースでは、団体間や子どもの交流が図

られ、学習支援も保護者に喜ばれています。 

ポイント ＵＭＥＣＯでの学習支援での、事前リサーチや話し合いが不十分であった反省を踏まえ、

以降はしっかりと検討した上での企画に努めるようにしています。また、協会全体との協働

だと負担感が大きく続かないと考え、任意参加のレクリエーションとして連携しています。 

ベースは、メンバーの自発的な修繕や物品提供により、居心地の良い居場所として進化

を続けています。また、イベントの実施にあたっても、必要な物品はメンバーが地元の小学

校から借りてくるなど、それぞれの持っている人脈等を十二分に活用し工夫しています。 

 

【若者の参画】 

年齢的に仕事のあるメンバーばかりで活動に割ける時

間が多くないため、打ち合わせと懇親会を同時に実施す

るなど、１回ごとの機会を大切にし、信頼関係構築に努め

ています。 

また、イベントの内容に応じ、メンバーが自発的に役割を担っています。無理のない範囲

での活動を心がけ、スタッフとしての参加を要求し過ぎず、「来る者拒まず、去る者追わず」

の精神で、自ら楽しむことを意識しているためか、リピーターが多くなっています。 

できることは人それぞれで、自分にとってのメリットがないと続かないというスタンスが

受け入れられ、参加者が運営側に回ってくれることもあり、好循環も生まれています。 

メンバーのつながりで地域資源をフル活用 

若者参画 
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市民活動団体×市民活動団体 

 

No.6 
小田原の竹でメンマを作っちゃおうプロジェクト 

【Team MAMMA MemmA!とＮＰＯ法人チルドリン小田原が協力して事業を実施】 
概 要 荒廃竹林の整備拡充と伐採竹の利活用を進めるため、メンマを中心とした地場産品の開

発・販路確保に取り組んでいます。 

経 緯 ＮＰＯ法人チルドリン小田原では以前から、子育てと環境を複合的に取り扱うイベント等

を実施していたところ、所属するメンバーとともに行政の主催する「森のせんせい」養成講

座に参加したことをきっかけに、受講者との交流が始まりました。環境志民ネットワークに

参加している中、荒廃竹林の問題に取り組むべく検討を開始し、子どもも大好きなメンマ

にして食べてしまえばと、上記受講者も巻き込んで新たな取組を始めることになりました。 

取組にあたっては、メンバーの一体感を大切にしたいため、チルドリン小田原と上記受講

生のそれぞれ有志からなる新団体「Team MAMMA MemmA!（チームマンマメンマ！）」

を結成するとともに、これまで積み重ねてきた子育て等のノウハウも生かすため、チルドリ

ン小田原と協働で取り組むことにしました。 

令和３年度は視察、フィールドワーク等で事業化に向けての準備を進め、令和４年度は保

健所の許可を取り、フレンチや梅味のメンマの試験販売に至りました。 

活動の継続には採算性も重要であることから、味付け前までの加工、製造・販売に明る

い事業者との提携なども検討しています。また、メンマ以外にも、竹の葉を用いたお茶を作

って販売するなど、荒廃竹林問題を「食」で解決すべく活動を広げています。 

関係者 Team MAMMA MemmA! ＮＰＯ法人チルドリン小田原 

役 割 

分 担 

○事業の企画立案・全体管理 

○作業・イベント時の実働 

○企画へのアドバイス 

○子育て世代に特化した広報 

○親子で楽しく作業等に参加 

メリット 子育て世代のネットワークを活用し、効果

的に周知できています。 

また、子育て世代の品質に対する厳しい

姿勢により、安全な製品開発につながって

います。 

環境に係る活動においても子ども達への

啓発は不可欠であり、未来への投資として

も有効と考えています。 

地場産の製品開発に子どもとともに関わ

ることで、参加者が楽しみながら食育を学

ぶことができています。 

ポイント 自団体の活動がない時でも、できるだけ出かけて多くの人たちと交流するように努めて

おり、有益な情報の交換や、目指すモデルの明確化につながっているほか、意識してアンテ

ナを張ることで、連携のチャンスを逃さず活動を発展させるよう心がけています。 

竹林を借り受けて活動しているため、地域のしきたりには必ず従うようにしています。 

 

【若者の参画】 

団体には若い世代である移住者等も加入しているますが、作業等は休日に設定し、さら

に参加はあくまで自由であることを強調し、各家庭に合った関わり方を尊重しています。 

若者参画 

荒廃竹林問題を「食」で解決 
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No.7 
夏休み子どもラジオ体操  

【全国ラジオ体操普及会が、早川地区まちづくり委員会の事業に協力】 

概 要 子どもたちの体力向上を目指し、令和４年度の夏休みに、早川小学校グラウンドにおい

て約２週間のラジオ体操を実施しました。 

経 緯 早川スクールコミュニティーでは、子どもたちのコロナ禍における体力低下の懸念からラ

ジオ体操の開催を発案しましたが、運営にはマンパワー不足が予想されました。また早川

地区では長い間ラジオ体操が実施されておらず、主催者を経験した者がいませんでした。 

令和４年４月に、早川地区まちづくり委員会地域交流分科会において、スクールコミュニ

ティーにも所属している分科会メンバーから、ラジオ体操実施の提案があり、他のメンバー

からは、より良い運営のために体操指導者が必要、との意見がありました。 

ラジオ体操指導者について行政から情報提供を受け、ＵＭＥＣＯが仲介する形で市民活

動団体である全国ラジオ体操普及会の代表と５月に連携を開始し、同氏が運営のノウハウ

を地域側に教え、７月上旬に地域関係者向けのラジオ体操講習会に講師として協力をする

に至りました。 

こうした経緯で７月下旬と８月下旬の２週にわたり早朝ラジオ体操を実施し、地域の小中

学生と大人が多数参加しました。 

関係者 全国ラジオ体操普及会 早川地区まちづくり委員会 

役 割 

分 担 

○ラジオ体操に係るノウハウの提供（正しい

体操の型、カードやスタンプの入手方法、

実施手順等） 

○ラジオ体操講習会への講師協力 

○会場（早川小学校グラウンド）の確保 

○児童への周知、地域回覧、案内掲示 

○カードやスタンプ、ラジオ等物品準備 

○当日の運営 

メリット ラジオ体操を広めるという団体の目的に

沿った活動ができ、子どもたちの体力づく

りに貢献できました。 

団体のアドバイスにより、ラジオ体操の企

画に必要なことが具体的に分かり、自信を

もってラジオ体操を実施できました。 

ポイント 地域側より開始後の状況を市民活動団体側に報告し、団体においても、体操講習会以降

も実施期間中に体操会場を訪れるなど、協力に努めました。 

子ども達からは「楽しかった」「第２体操も覚えられた」「友達も参加して前後で遊べてよ

かった」「図書カードで本が買えてうれしかった」等の声が聞かれたほか、朝のラジオ体操に

よって、大人同士でも減っていた地域交流

が復活しました。 

ラジオ体操講習会には健康福祉分科会か

ら民生委員が参加し、10月からの住民向け

地域ラジオ体操の開始に役立てました。 

以上のように、早川まちづくり委員会所

属団体が協働した事業の成功には、市民活

動団体が重要な役割を果たしました。 

 

市民活動団体×地域 

ラジオ体操から広がる地域の輪 



－ 30 － 

 

No.8 
地域とのネットワーク事業 

【ＵＭＥＣＯがコーディネートする市民活動団体と地域の協働】 

概 要 市民活動団体による地域課題の解決を目指し、困りごとのある地域と市民活動団体をマ

ッチングする事業です。市民活動団体が、地域の行事で大正琴の演奏や手品を披露したり、

神社の枝打ちを行ったり、小学校の放課後児童クラブで環境教室やヨーヨー教室を開くな

ど、様々な場所、分野で活動が広がっている。 

※放課後児童クラブでの教室開催の場合 

経 緯 放課後児童クラブの運営受託者より

ＵＭＥＣＯに、教室に協力してくれる市民

活動団体の紹介依頼がありました。 

ＵＭＥＣＯにおいて、子どもが喜びそ

うな活動を行っている市民活動団体に

声掛けを行い、連携が始まりました。 

関係者 市民活動団体 放課後児童クラブ運営者 

役 割 

分 担 

○教室での実演、指導等 ○放課後児童クラブの運営 

メリット 活動を通じて子どもたちに喜んでもら

え、自分たちも元気をもらえます。 

地域貢献を重ねることで、将来的にさら

なる活躍の場の拡大にもつながります。 

協力してくれる市民活動団体は、それぞ

れその団体ならではの技術や知識を持って

おり、マンネリ化を防止したり、児童に対し

良い経験を提供できます。 

ポイント 市民活動団体側はボランティアとして活動はしているものの、交通費や材料費相当の謝

金は、活動の継続のためにも、運営者からいただいています。 

また、放課後子ども教室での協力にもつながるなど、さらなる連携へと発展が期待され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＵＭＥＣＯがつなぐ地域連携 

市民活動団体×地域 
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No.9 
障がい者雇用に係る連携 

【社会福祉法人アール・ド・ヴィーヴルとサンネット株式会社の連携】 

概 要 「誰もが自分らしく生きられるインクルーシブな社会」を目指し、アートを通じて障がい者

を支援する社会福祉法人アール・ド・ヴィーヴルと、システム開発業務とＩＴ事業を営むサン

ネット株式会社が、障がい者雇用等で連携しています。 

経 緯 社会福祉法人アール・ド・ヴィーヴルに

おいて、障がい者のアート作品を貸し出

すアートリース事業を行っており、サンネ

ット株式会社もこれを利用していました。 

障がい者雇用に向け模索していたサン

ネット株式会社が、文字をモチーフとした

アート作品からヒントを得て、障害に応じ

た文字認識の仕組みを取り入れたデータ

生成システム「ＳＩＣＳ」を開発、平成30年

度から障がい者雇用を実現しました。 

この障がい者雇用に際し、当初はサンネット株式会社の内部で「障がい者への接し方が

分からない」という声が上がったことから、幹部社員６名を社会福祉法人アール・ド・ヴィー

ヴルの通所施設にて支援員研修を実施しました。 

こうした連携の結果、「かながわ障害者雇用優良企業」の認証を取得し、令和４年度時点

で６名の障がい者を雇用しました。 

関係者 社会福祉法人アール・ド・ヴィーヴル サンネット株式会社 

役 割 

分 担 

○アート作品の貸出し、定期的な作品入替え 

○社員を受け入れ、支援員研修を実施 

○アート作品の借り入れ 

○障がい者雇用の実施 

メリット アート作品をきっかけに、障害への理解を

広げることができています。 

企業に障がい者のことを知ってもらい、

そこから雇用などの新たな取組につながっ

ています。 

アート作品を話題のきっかけに、来社した

方との会話が円滑に行えています。 

障がい者雇用を促進することで「かなが

わ障害者雇用優良企業」の認証を取得でき

たため、今後の自治体ビジネスのデータ入

力業務などでの優先調達につながると期待

しています。 

ポイント 社会福祉法人アール・ド・ヴィーヴルにおいては、アート作品の交換時に作家自身が訪問

し作業することで、障がい者と接する機会を確保しています。 

サンネット株式会社においては、通所施設における支援員研修を通じ、障がい者と対話

を重ねて理解が深まり、雇用時に従事してもらう仕事を具体的にイメージできるようにな

りました。 

連携を通じ、社会福祉法人アール・ド・ヴィーヴルの展覧会で、サンネット株式会社の社員

がボランティアとして手伝うなど、協力関係が広がっています。 

１枚の絵から発展した障がい者雇用 

市民活動団体×事業者 
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No.10 
酒匂川に関する環境保全の取組 

【めだかサポーターの会と株式会社神鋼環境ソリューションが協力】 

概 要 酒匂川水系に生息する絶滅危惧種の野生メダカを保護する市民活動団体と、流域で下

水処理に携わる事業者が協力して活動しています。 

経 緯 野生メダカの保全活動に参加してくれる人を求めていためだかサポーターの会と、水環

境保全や地域住民との相互理解を深める取組を模索していた株式会社神鋼環境ソリュー

ションが、令和元年10月にＵＭＥＣＯで開催された環境保全をテーマとするパートナーシッ

プミーティングに出席しました。その中で、めだかサポーターの会の取組に共感した神鋼環

境ソリューション側から活動への協力を申し出て、連携がスタートしました。 

以降、神鋼環境ソリューションの社員有志が、めだかサポーターの会の実施する田植え、

外来種駆除、パトロール、草刈り、稲刈り、清掃等の活動に積極的に参加し、一緒に活動を

行っています。 

関係者 めだかサポーターの会 株式会社神鋼環境ソリューション 

役 割 

分 担 

○ボランティア活動の機会提供 ○ボランティア人員として参加 

○清掃用具等の寄贈 

メリット 慢性的な課題となっていた、ボランティア

人員不足の解消につながっています。 

また、資金・物品面での援助を受けること

ができています。 

さらに、若者の参画により、組織が活性化

しています。 

活動を通じて業務の社会的影響を実感す

ることにより、従業員のやりがいが向上して

います。 

また、従業員の社会貢献への意識が向上

し、社会とつながることで従業員のモチベ

ーションアップ、業務のパフォーマンスアッ

プにもつながっています。 

さらに、会社のイメージや認知度が向上

の面でもプラスになっています。 

ポイント 両者が自組織それぞれの課題感を持

ち、テーマに沿った交流の場に参加した

ことにより、お互いのニーズが合致し、

連携が始まりました。 

神鋼環境ソリューションは、めだかサ

ポーターの会が主催する大規模な田植

え、稲刈りイベントに後援企業として数

十人規模で参加するなど、活動全般に

わたり連携する関係が構築されている

ほか、担当者は個人でめだかサポータ

ーの会に入会し、運営役員として精力的

に活動しています。 

 

酒匂川の環境を保全するＮＰＯと企業の連携 

市民活動団体×事業者 
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No.11 
企業とのネットワーク事業 

【ＵＭＥＣＯがコーディネートする市民活動団体と事業者の協働】 

概 要 社会貢献したい事業者と、活動の場を探している市民活動団体をマッチングするＵＭＥ

ＣＯの事業です。商業施設で音楽等のステージを開催する「シティモスマルステージ」のほ

か、公園施設の管理事業者等と連携しています。 

※シティモスマイルステージの場合 

経 緯 平成25年度から、大和リース株式会社

による地域貢献の一環として始まり、春、

夏、冬の年３回実施しています。ＵＭＥＣＯ

が出演する市民活動団体を募集しており、

毎回たくさんの団体が、大勢の観客の前で

日頃の成果を発表しています。 

関係者 市民活動団体 大和リース株式会社 

役 割 

分 担 

○当日の設営、発表 

○打合せへの参加 

○会場や備品の提供 

○発表者、ＵＭＥＣＯとの打合せ 

○ポスター・ホームページ・ＳＮＳでの周知 

メリット 人気の商業施設でのイベントということ

で、多くの人に活動の成果を見てもらえま

す。 

地域に根差した事業者として、社会貢献

活動に取り組めています。 

イベントに伴い、出演者の家族等も来館す

るため、結果として集客アップにつながって

います。長く継続しているイベントというこ

ともあり、認知度も高く、貴重な買い物以外

の来店動機になっています。 

ポイント ＵＭＥＣＯが事務局として事前調整、広報、会場設営等を行っており、市民活動団体の負

担が軽減されています。 

また、ステージ外に展示販売ブースを設けるなど、様々な団体の活動を周知できるよう

工夫しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＵＭＥＣＯがつなぐ企業連携 

市民活動団体×事業者 
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No.12 
木造住宅耐震化推奨訪問事業 

【いえ守りの会と行政が協力して事業を実施】 

概 要 木造住宅の耐震化を促進するため、専門家と市職員が戸別訪問を行い、簡易耐震診断、

改修に要する費用や補助制度の紹介、一般的な改修工事の進め方の説明を行います。 

経 緯 行政では、従前より各所の公民館等で耐震化のための無料相談会を実施していました

が、会場に来られない市民への啓発に課題を感じており、訪問相談を検討していました。 

平成28年度の行政提案型協働事業において、行政側から本事業をテーマとして提示し

たところ、同様に課題を感じていた建築士、建築事務所有志がいえ守りの会を結成し、企

画提案を行い採択されたことから、協働を開始しました。 

平成28年度は行政提案型協働事業として、予約調整等

の事務手続きを含む委託業務の形態で実施しました。平成

29年度以降は役割分担等を見直しながら、提案型協働事

業の制度を介さず協働を継続しています。 

関係者 いえ守りの会 小田原市建築指導課 

役 割 

分 担 

○簡易耐震診断 

○耐震改修工事費のアドバイス 

○耐震改修工事の一般的な説明 

○その他、耐震に関わる一般的なアドバイス 

○広報やホームページでの事業周知 

○訪問希望者の受付 

○事前ヒアリング 

○訪問日程の調整 

○補助制度のアドバイス 

○診断結果の送付 

メリット 市職員と訪問することで安心して気軽に

相談してもらえるようになり、また団体自身

も補助制度への理解が深まります。 

また、自身のノウハウを活用した社会貢

献を通じ、活動への充実度が高まります。 

行政との協力関係を築けたことで、本事

業以外のことも相談しやすくなっています。 

建築士の専門的なアドバイスにより、具体

的な耐震化の啓発を図ることができます。 

戸別訪問により、市民が補助制度を利活

用することへの意識付けを図ることができ

ています。また、現状を実地で確認でき、今

後の施策検討に役立てられます。 

建築士との協力関係を築けたことで、応

急危険度判定に関することなども連携しや

すくなっています。 

ポイント 調整や事務作業に係る団体の負担が大きかったため、２年度目以降は役割分担を見直

しました。いえ守りの会の専門的なノウハウと、行政による事業周知・事務処理等が組み合

わさったことで訪問相談が可能となり、気軽に申し込める制度として周知や利活用が進ん

だことで、市民のニーズにより細やかに対応できるようになっています。 

事業に最適な役割分担や事務の流れを検討する中で、団体の役割は母体である建築士

会、建築事務所協会に引き継がれることとなり、いえ守りの会としてはその役目を終え、解

散することになりました。 

市民のニーズに細やかに対応し耐震化を促進 

市民活動団体×行政 
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No.13 
小田原グリーンプロジェクト 

【ＮＰＯ法人shin2と行政が協力して事業を実施】 

概 要 市立小学校や幼稚園において、地域の協力を得ながら、芝生の整備や維持管理を行い

ます。 

経 緯 ＮＰＯ法人Ｓｈｉｎ２は、平成20年度に団体を設立して、下府中小学校の校庭の芝生化か

ら活動を開始し、徐々に活動の範囲を広げました。平成21年度から平成24年度までは、

市民活動応援補助金の交付も受けながら活動を発展させました。 

平成26年度の市民提案型協働事業において、団体側から本事業の企画提案を行い、採

択され、行政との協働を始めました。 

市民提案型協働事業の制度利用は３年

までのため、平成28年度までは市民提案

型協働事業として協働を継続し、平成29

年度以降は委託契約を締結する形で協働

を継続しています。 

関係者 ＮＰＯ法人下府中コミュニティshin2 小田原市学校安全課 

役 割 

分 担 

○芝生化の実務（特殊管理機器による芝生

のメンテナンス、当該機器のメンテナン

ス、新しい技術の導入など） 

○広報やホームページでの事業周知 

○学校等全体の芝生管理計画策定 

○学校等との調整 

メリット 学校等との調整がスムーズに行えていま

す。また、行政との協働事業として実施して

いることで、結果的に団体の知名度、信頼性

も向上しています。 

市民のニーズを事業に反映させることが

でき、市民サービスの向上につながってい

ます。また、団体の芝生化に係るノウハウや

サッカー協会等とのネットワークにより、効

率的に事業を行うことができています。 

ポイント 行政側は、担当者が異動しても困らないよう、丁寧な引継ぎを心がけています。 

予算を満額確保できないなど、行政との協働には団体の希望どおりにならないことも時

にはありますが、丁寧に話し合い、相互に理解し合えるよう努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校・幼稚園に芝生を整備 

市民活動団体×行政 
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資料２ 協働・市民活動サポート情報 

協働や市民活動を支援する相談窓口 
 

おだわら市民交流センターＵＭＥＣＯ 

 

 

 

市民や市民活動団体、事業者など、様々な主体が交流・連携を行うための施設です。市民活動

や協働に関する相談を受け付けたり、講座やイベントを実施したり、情報発信を行ったりしてい

ます。ＵＭＥＣＯに市民活動団体として登録すると、各種イベント等への案内や情報紙が届いた

り、無料で使えるオープンスペース（活動エリア）を予約できるようになったりと、様々な支援を

受けることができます。 

また、有料の会議室も備えており、会議やイベント等の会場として利用できます。 

 

住   所 小田原市栄町1-１-27（小田原駅東口駐車場 1階） 

開館時間 午前９時から午後９時30分まで（会議室・活動エリアの使用は午後９時まで） 

休 館 日 
毎月第１月曜日（祝休日の場合は、その日以降の最初の平日） 

年末年始（12月29日～１月３日） 

施設内容 
会議室11室、市民活動プラザ（活動エリア・交流エリア）、多目的コーナー、印刷室 

告知スペース、授乳室 等 

設   備 
印刷機（コピー機・印刷機）、ロッカー（大52個・中20個・小12個）、レターケース

市民活動団体への無料貸出用のプロジェクター・スクリーン（各２台） 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民活動について相談したいとき 

いろいろな主体と協働したいとき 

 

※小田原駅東口より徒歩３分 

※駐車場施設の１階部分にありますが、専用の 

駐車場はありません。 

0465-24-6611 

0465-24-6633 

odawara@umeco.info 

https://umeco.info/ 

電 話 

ファクス 

メ ー ル 

U R L 
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小田原市社会福祉協議会 

（小田原市ボランティアセンター） 

 

 

 

 

 

住   所 小田原市久野115－2（おだわら総合医療福祉会館 1階） 

開 設 時 間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで（年末年始を除く） 

 

 

 

 

小田原市役所 

（地域政策課） 

 

 

 

 

 

住   所 小田原市荻窪300 

開 設 時 間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで（年末年始を除く） 

 

 

 

0465-35-4000 

0465-35-6902 

odawarashakyou@ybb.ne.jp 

https://www.odawarashakyou.or.jp/index.html 

電 話 

フ ァ ク ス 

メ ー ル 

U R L 

特に福祉分野の市民活動について相談したいとき 

特に福祉分野の市民活動団体と協働したいとき 

0465-33-1458 

0465-34-3822 

Shimin-k@city.odawara.kanagawa.jp 

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/ 

電 話 

フ ァ ク ス 

メ ー ル 

U R L 

特に地域や行政と協働したいとき 
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協働や市民活動を支援する市の制度 
 

※利用される場合は、必ずホームページ等をご覧ください。特に市民活動応援補助金、提案型協

働事業については制度の見直しを予定していますので、最新の情報をご確認ください。 

 

 

小田原市市民活動応援補助金交付事業 

市民の皆さんが自発的に行う市民活動を財政的に支援することにより、市民活

動の活性化と自立を図る制度です。 

 

 

小田原市市民提案型協働事業 

市民活動団体のノウハウを生かした提案を募集し、提案団体と市が役割分担の

もと、協働して事業に取り組む制度です。 

 

 

小田原市行政提案型協働事業 

行政が提示した事業テーマに基づき、市民活動団体の皆さんからそのノウハウ

を生かした事業企画の提案を受けて、実施事業を決定し、市民活動団体と市が役

割分担のもと、協働して事業に取り組む制度です。 

 

 

小田原市ボランティア活動補償制度 

市民の皆さんが安心してボランティア活動を行うことができるよう、活動中の

不慮の事故を補償する制度です。事前の登録は必要ありませんので、もし事故が

起きてしまったら、早めに地域政策課へご連絡ください。 

 

 

小田原市ボランティア活動カード（まごころカード） 

小田原をボランティアをはじめとした市民の皆さんの活動で支えあっていくま

ちにするため、ボランティア活動を行ったことを市長が市民の代表として感謝す

るカードです。 

 



 

白紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協働事業のガイドライン 

令和５年６月改定 

 

小田原市市民活動推進委員会 

（事務局：小田原市市民部地域政策課） 

〒250-8555 小田原市荻窪300 

0465-33-1458 

0465-34-3822 

shimin-k@city.odawara.kanagawa.jp 

 

電 話 

ファクス 

メ ー ル 


